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・診療科目……内科、小児科、外科
・診療時間……午前10時～午後５時
　※ 医療機関が変更されることがありますので、事前

に問い合わせください。
・清幸会行田中央総合病院　☎553―2000
・壮幸会行田総合病院　☎552―1111
◇ 夜間などの急病やけがで受診できる医療機関を知りたいとき
・行田市消防署　☎550―2123
・ 埼玉県救急医療情報センター　☎048―824―4199
◇埼玉県小児救急電話相談「♯8000」
・ 県内どこからでも「♯8000」をプッシュすると相談
窓口につながります(携帯電話可)。
・相談時間【月～土曜日】午後７時～翌日午前７時
　　　　　  【日曜日、祝日】午前7時～翌日午前７時
◇埼玉県大人の救急電話相談「♯7000」
・ 県内どこからでも「♯7000」をプッシュし、音声ガ
イダンスに従ってボタン１を押すと相談窓口につ
ながります(携帯電話可)。
・相談時間【毎日】午後6時30分～ 10時30分

子どもの健康 休日急患診療
期　日 医療機関名 期　日 医療機関名

11月15日（日) 清幸会行田中央総合病院 11月29日（日)) 壮幸会行田総合病院

11月22日（日)) 壮幸会行田総合病院 12月 6日（日)) 清幸会行田中央総合病院

11月23日（月)) 清幸会行田中央総合病院 12月13日（日)) 壮幸会行田総合病院
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乳幼児健診
健 診 名　 ４カ月児健診、１歳６カ月児健診、２歳児

歯科健診、３歳児健診
そ の 他　 転入されたお子さんで、前住所地で受診して

いない方は保健センターにご連絡ください。

離乳食教室(初期)(要申し込み)
日 時　 12月4日㈮午前10時30分～ 11時30分

（午前10時15分から受け付け)
対 象　 平成27年6月15日～ 7月14日生まれの

お子さんがいる方

※いずれも場所は保健センター

ママ・パパ教室
　これからママ･パパになる方を対象に、楽しく友達
づくりをしながら、子育てについての教室を行ってい
ます。ぜひご参加ください。

日　　時　 11月24日㈫午後１時15分～４時(午後1
時から受け付け）

場　　所　保健センター　　
内　　容　 妊娠中の栄養の話、沐

もくよく
浴実習、フリートーク

　　　　　※初妊婦向けです。
対　　象　妊婦とその家族
定　　員　16人(先着順)
注　　意　 安定期に入った妊娠中・後期(16週～34週)

の参加をお勧めします。
申し込み　 11月20日㈮までに直接または電話で保健

センター

在宅医療窓口
◇「病気があるが、足が不自由で通院できない」「寝た
　きりの家族がいて床ずれが心配」などの相談があるとき
・在宅医療支援センター　☎553―2060
・ 相談時間　午前9時～午後5時(土・日曜日、祝日、
年末年始を除く)

◇「歯科医院への通院が困難」「訪問歯科診療を行って
　いる歯科医院が知りたい」などの相談があるとき
・在宅歯科医療推進窓口　☎080―1391―8020
・ 相談時間　午前10時～午後3時(正午～午後1時を
除く)※土・日曜日、祝日、年末年始を除く

ひきこもり家族教室

高齢者肺炎球菌定期予防接種はお済みですか
対　　象　 次の①または②に該当し、これまで「ニューモバッ

クスNP(23価肺炎球菌筴膜ポリサッカライドワクチ
ン）」の接種を受けていない方

　　　　①

　　　　② 接種日現在60歳以上64歳以下の方で、心臓、腎臓
または呼吸器の機能に重度の障害(身体障害者手帳
１級程度)のある方、またはヒト免疫不全ウイルス
によりにより免疫機能に障害がある方

接種期間　平成28年3月31日㈭まで
　　　　　※ ①の方は、平成28年4月1日以降、定期接種と

して接種することはできません。
そ の 他　 市内の指定医療機関の一覧などは、「市報ぎょうだ」4

月号・6月号に掲載しています。不明な点がありま
したら、保健センターへ問い合わせください。　

場　　所　加須保健所小会議室(加須市南町5―15)
対　　象　 市内在住で、明らかな発達障害や精神科などの病気が背景にない

青年期のひきこもり状態にある方の家族(3日間参加できる家族)
定　　員　10人
参 加 費　無料
申し込み　 11月16日㈪までに、加須保健所精神保健担当へ電話で

申し込みください。※事前に来所相談していただき、参加
の可否を決定します。

問い合わせ　同所保健予防推進担当☎0480―61―1216

日　時 テーマ 講　師

11月26日㈭午後2時～4時 精神科医からみた｢ひきこもり｣
の背景にある病気や障害 精神科医

12月2日㈬午前10時～正午
ひきこもる青年の心理と対応 臨床心理士

平成28年1月6日㈬午前10時～正午
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看護職の届出制度が
始まりました

　10月から「看護師等の人材確保の推進に関する法
律」の改正により、看護職の資格を持っていて就業し
ていない方は届け出をしていただくことになりまし
た。転居や出産育児などで離職した方などは問い合わ
せください。

問い合わせ　 埼玉県ナースセンター☎048―824―
7220

65歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日生まれの方

70歳 昭和20年4月2日～昭和21年4月1日生まれの方

75歳 昭和15年4月2日～昭和16年4月1日生まれの方

80歳 昭和10年4月2日～昭和11年4月1日生まれの方

85歳 昭和 5年4月2日～昭和 6年4月1日生まれの方

90歳 大正14年4月2日～大正15年4月1日生まれの方

95歳 大正 9年4月2日～大正10年4月1日生まれの方

100歳 大正 4年4月2日～大正 5年4月1日生まれの方

犬のふんを持ち帰りましょう
　最近、「犬の散歩中のふんが放置されてい
る」との苦情が寄せられています。ふんをそ
のままにしておくことは環境上、衛生上よく
ありません。また、土地の所有者や管理者に
とっては迷惑なことであり、通行する人にも
不快な思いを与えます。
　皆さんが気持ちよく暮らせる快適な環境と
美しいまちづくりのために、犬の散歩をする
ときはマナーを守るよう協力をお願いします。
　
飼い主は責任を持って必ずふんを持ち帰りましょう
　犬のふんの放置については、「行田市愛犬
条例」の中に飼い主が順守しなければならな
い事項として、「散歩などにより飼い犬を連
れ出すときは、ふんを処理するための用具を
携行し、ふんをしたときは回収して持ち帰り、
適切な方法により処理すること」と規定して
います。散歩中のふんは必ず持ち帰り、飼い
主の責任で適正に処理してください。
　
簡単にできるふんや尿の処理方法
 ① 犬の散歩のときは、紙(ティッシュペーパー
など)やビニール袋、水を入れたペットボ
トルなどを持っていく。
 ② 犬がふんをしたら、紙で覆い、ビニール袋
に手を入れてふんをつかむ。
 ③ ふんをつかんだビニール袋を反転し、袋を
閉じる。
 ④ 家へ持ち帰る。
 ⑤ 尿をしたら、その場所にペットボトルの水
をかける。

　保健センターでは、マナー啓発の看板を無料
で差し上げています（一人に原則として１枚です）


